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交通環境における移動手段とエコロジーに関する考察
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Research of relation between transportation and
ecology under traffic circumstance.
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要　旨

　陸上交通における、モータリゼーション（motorization）の発達を否定しては、今日の社会的

営みが成り立たないと指摘することは可能であろう。個人的な移動手段、組織的な貨物・宅配等

の輸送手段等々今日におけるモータリゼーションの利便性、公益性は重要である。しかしまた、

リスクとして交通事故、交通渋滞、排気ガス、騒音などの交通公害や道路建設・維持・補修に伴

う自然開発等の影響が挙げられるが、特に近年、化石燃料を用いた内燃機関の排出ガスによる環

境汚染の問題は地球規模の温暖化と相まって、エコロジー問題として取り上げられなくてはなら

ない現状となった。

　そこで、本研究では、ハイブリッドカー（Hybrid Vehicle）や公共交通利用による交通量全体

の削減等の対策についての検証とともに、自転車等人力による移動手段と交通環境のエコロジー

に関して以下に考察を試みた。

　キーワード：モータリゼーション（MR）、インフラクチャー、エコロジー、自転車、人力車

ABSTRACT

　　Nobody has a doubt that development of motorization is critical to today’s social activities.  

Convenience and public benefits of motorization used for individual means of mobility and 

logistics are undeniably important.  In turn, motorization also has contributed to several risks of 

traffic pollution including traffic accidents, traffic jam, exhaust emission and noise and nature 

disruption due to road construction, maintenance and repair.  In particular, coupled with ongoing 

global warming, an environmental pollution issue of exhaust emission due to fossil fuel used in 
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internal combustion engines has recently taken up as an ecological issue.

　　Therefore, this study aims to discuss on measures to reduce traffic volume by use of hybrid 

vehicles or public transportation services and ecological effects of human-powered vehicle 

transportation including bicycles under traffic environment as follows.

　Key word：motorization (MA), infrastructure, ecology, bicycle, jinrikisha

１．はじめに

　2010年の今日、ドイツのカール・ベンツ（Karl Friedrich Benz 1844-1929）が自動車（４サ

イクルエンジン搭載３輪）を製造して約120年（1886）、アメリカのフォード社がＴ型フォード

（Ford Model T）を量産してから約100年（1908）が経つ１）。いち個人の時間感覚から見れば、

100、120年の時間はとても長いものだが、社会の歴史として見た場合には必ずしも遥かな過去

ではないと受け止めることも可能であろう。しかし、ガソリンや軽油などの化石燃料を精製する

ことによって成り立ったモータリゼーション（以下MR）が誕生から今日まで社会文化に与えた

影響は大きい。それのことは、MRが移動手段として広まることにより、都市周辺部から都市中

心部、個人宅のドアからドアへの移動を可能とするなど、社会全体から個人までに与えた影響の

大きさである。

　アメリカで1920年代にMRが始まった要因のひとつとして、広大な国土では早くから幹線道路

の整備など郊外型の都市開発が進んでいたことが挙げられるであろう。ヨーロッパ諸国でも

1930年代にはMRが始まっており、特にドイツのアウトバーン（Autobahn）の整備は重要な要

因であった。この様に、まずは、自動車が走る環境を整えることが大切であるが、そもそも自動

車がガソリンや軽油などを燃料として機能するためには、燃料の品質・価格・量が安定して供給

されなくてはならない。その点で日本のMR促進には、1970年代のいわゆるオイルショック以降

に欧米において原油市場が誕生し、OPECが公式販売価格設定放棄したことなどにより、石油低

価格化が起きたことも影響のひとつであるとことを念頭に置く必要がある。

　自動車化（MR）の主人公である自動車を見ると。日本の純国産車１号は明治37年（1904）

に出羽虎夫が製造した蒸気式乗合自動車（出羽式蒸気自動車）であるが、ガソリン乗用車が製造

されたのは明治40年（1907）吉田真太郎、内山駒錫之介によるもの（タクリー号）である。こ

のタクリー号３台を含む11台で有栖川宮（1924断絶）が「遠乗会（自動車遠征隊）」を行った

のは、翌、明治41年（1908）８月であり、自動車の国産化を図るデモンストレーションの意味

合いを持つものである。この際に昼食を摂った東京都国立市の谷保天満宮は交通安全発祥の地と

して有名である（今日では全国の神社仏閣において車両の交通安全祈願や交通安全のお守りの購

入がされている）。ちなみに明治32年（1899）にご成婚を慶祝してサンフランシスコ在住の邦
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人が皇太子殿下（大正天皇）に献上された自動車は電気自動車であり、この献上車の試運転時に

日本初の車両事故が起こった。

　一方、MRの普及とともに、デメリットとして廃棄ガスの総量が指摘されている。化石燃料を

用いて運動エネルギーとすることによる廃棄ガス排出の問題自体は、社会全般、例えば工場の発

動、発電機などの動力源としても用いられるところでも存在するのだが、MRは移動がその本質

であるため、所定地区の汚染や、風などの自然媒体による汚染拡大に留まらず二酸化炭素などの

地球温暖化ガスを自ら移動しながら排出することがエコロジーに与えている影響の問題として顕

在化しているである。

　排出ガス以外の面でMRとエコロジーの関係について、本稿では次の５点をあげる。

　１）自動車製造工程における資源利用

　２）自動車製造過程における熱・ガス等の排出

　３）自動車廃棄過程における熱・ガス等の排出

　４）自動車走行時のタイヤ摩耗等の塵芥散布

　５）自動車走行道路の建設

　４）の具体例としては、平成元年（1989）に「スパイクタイヤ対策行政連絡会議」が開始した、

スパイクタイヤ不使用及び凍結路面での安全運転を推進するための「脱スパイクタイヤ推進月間」

がある。この連絡会議ではスパイクタイヤ使用禁止の法制化の要望も行っていたが、平成２年

（1990）の「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の成立を受けて、スパイクタイ

ヤ不使用の啓発活動に重点を移した。そのような中でスタッドレスタイヤ（1982年よりミシェ

ラン社が日本国内販売）が普及するのであるが、降雪地域や凍結時の交通事故の発生やそれに伴

う凍結防止剤（塩化カリシウム）の散布などの課題が起きている。

　５）の道路建設等の土木事業における開発はそもそも自然破壊が内在するのであるが、道路予

定地が天然記念物の動植物の生息地であった場合などには、市民運動などにより、計画変更や中

止となるケースもある。例えば、群馬県の沼田市と福島県南会津郡檜枝岐村を尾瀬を経由して結

ぶ、県道沼田檜枝岐線は昭和41年（1966）当初には開通する予定であったものが、自然保護運

動から工事の中断、廃止となった。現在、主要地方道の林道として整備されておるため、大型車

両の通行には対応していない。国道352号「御池口」から尾瀬国立公園「尾瀬沼」を結んでいる

道路であるが、マイカーは通年規制とされ、シャトルバス等により観光客の輸送が行われている。

　自動車（car, vehicle）はもとより完璧な道具などではなく、改良・改善の余地のあるものであ

り、その道具を使用する人間もまた完璧な存在ではないのである。それぞれの特質と課題を整理

して検討することが重要である。



勝　田　　　亨

－ 48 －

２．移動手段の特質と課題

　ここでの移動手段とは陸上交通におけるものを指すこととする。旅客航空機、海上フェリー等

も重要な移動手段であるが、陸上においても列車等軌道交通、自動車、二輪車、自転車など対象

が多いので、陸上交通の範疇ですすめていく。

　時系列的にイメージしてみよう。日本における平安朝期などの公家文化に現れる「牛車」など

は一般的な移動手段ではないのであり、人や荷物を輸送する場合でも牛・馬の調達・維持には多

くの経費がかかるのであるから、一般交通手段というよりは、今日的な大型特殊車両の様な存在

と捉えられる。源氏物語における六条御息処「車争ひ」で有名なように、貴族のステイタス・シ

ンボル的なものであり、庶民にとってはそれこそ、夢物語であった。封建社会の貴族に属する階

級においては「輿」に乗ることもあったのであろうが、「玉の輿」・「御神輿」の言葉が残ってい

るとおりで、観念的であり宗教的であることから、これも一般文化として普及した手段ではなかっ

た。昭和天皇ご崩御にあたって「八瀬童子」の存在がクローズアップされたことを、記憶してい

る人も少なくないであろう。それではなにが一般的であったかと考察すれば、やはり「徒歩」が

移動手段の中心であったと捉えるのが妥当である。

　本稿は歴史分野の研究をテーマとしていないのだが、MRの特質を検証するためには、前近代

の状況を大まかに把握する必要があるので、モデルとして述べて行く。

　「徒歩」が主要な移動手段であっても、物資の大量輸送には、海運・水運業の発展が並行して

おり、集積地からの運搬には室町期の「馬借」などが性質を変えながら活躍していたのである。

大量輸送を可能にするには、港、水路、船舶、道路の平坦化・幅員確保などの整備が重要である

から、自ずと政治の安定とインフラ（infrastructure）が不可欠となる。封建社会は諸藩という

小国に分割されており、かつ、軍事的に安定していない状態では、自国内に他国の軍隊が展開で

きないように、道路の幅員を狭隘にしたり、河川に大きな橋を渡さないような政策がとられるこ

ととなる。今日でも城下町として歴史的町並みが保存されている土地では、迂回路や一方通行な

どにより「円滑な交通環境」の観点からは課題のある場所も散見できる。

　「徒歩」で長距離を移動する場合における、インフラの最たるものとして「宿場」、「関所」、「一

里塚」、「街道沿いの並木道」などの重要性については今日でも理解されるものである。本校、高

崎経済大学の所在地群馬県高崎市も旧中山道の往来により発展してきた面もあり、現在でも「お

江戸見たけりゃ高崎田町紺の暖簾がひらひらと」などと絹織物で繁栄していた往時が語り継がれ

ている。

　山間部の集落においても、都市部との交通が皆無である場合は極めて稀であり、万葉集東歌に

「信濃路は今の墾道刈りばねに足ふましなむ履はけわが背」とあるように、山越えの峠道なども

インフラ整備が行われたのである。建築資材が木材である日本では、林業は重要であり、燃料と
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しての「炭」、「柴」も需要は常にある。また、山間部の生活においても「塩」は欠かすことので

きないものであるから、人間が生活している場所には規模の差こそあれ交通が存在するのは当然

である。林業の性質から言えば、伐採した木材は筏などで河川を利用して運搬されることが多い

であろう。そのように考えれば、個人の移動は「徒歩」がほとんどであり、「牛馬」、「水運」は

主に物資の大量運搬に活用されていたという図式になる２）。

　今日の陸上交通の場合も個人は「徒歩」移動が移動手段の「主」たるもので、マイカー移動、

公共交通機での移動は「従」である。

　物資の大量輸送では「タンカー」などの海上移動手段は重要だが、国内における水路の現状か

ら考察すると、陸上交通の「貨物列車」、「牽引大型車両」が主となっている。

　ところで、近代日本における個人の移動手段で注目すべき点がある。幕末から明治初頭の「籠」

から「人力車」へ、そして明治末から大正初頭のタクシー（円タク）への移行である。東京府管

内統計によると明治４年（1871）までには東京市内に１万あった「籠」が姿を消し、代わりに「人

力車」が４万台まで増加した。しかし、都市圏では昭和元年頃、地方でも昭和10年頃をピーク

に減少し、戦後の一時期、車両の払底、燃料難などの事情から僅かに復活しただけである。ここ

に「動力化」、「自動車化」と訳されるMRの本質が見えるであろう。狭義では自家用車の普及と

とらえる場合もあり、個人の免許取得（図１参照）、自家用車保有率から見れば、日本のMRは東

京オリンピック（1964）直後あたりから本格化したように受け止められる。
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図１　運転免許保有者数

※警察庁資料より作成
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表１　都道府県別・車種別自動車保有台数（軽自動車含む）

※㈶自動車検査登録情報協会資料より作成
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　もとより、戦前から移動手段として営業車両の発達はあったのだが、敗戦まではインフラ整備

の予算も技術面や材質の問題から今日の様な高速道路の拡張や舗装道路の増加などがされなかっ

たのである。一例として、大正12年（1923）の震災後の復興計画には低速車と高速車を分離す

る「100メートル道路」の構想３）が存在していた。道路幅員を広げ中央分離帯（緑地帯）をつく

ることは現在でも広域延焼防止の意味もあるのであるが、MRの到来を予測した構想であった。

　自動車化に対する人力移動手段の道具として自転車がある。自転車が両足で地面を蹴って進む

木製の道具としてフランスで登場したのは、日本における寛永２年（1790）であるが、日本に

は明治３年（1870）に持ち込まれ、明治26年（1893）に空気入りタイヤが輸入されると、自

転車の輸入は増加し、明治40年（1907）には34,523台（１台約38円）、大正13年（1924）には、

100,991台（１台約28円）となった。初期は娯楽的な乗り物として「貸自転車屋」が出現した。

明治30年頃の物価で見れば日雇いの１日の賃金が約30銭であることから、かなり高価な乗り物

であり、実用品として一般に普及した移動手段となるには、時間がかかったであろう。11万台

の普及率が交通量としてどれだけを占めるかを示すデータは無いが、事故が増加したために東京

では明治31年（1898）に「自転車取締規則」が定められた。その時点で夜間の無灯火事故も問

題であったことは第２条の「夜間行車スルトキハ燈火ヲ点スヘシ」という文章から察することが

できる。ちなみに、平成20年（2008）の全国自転車保有台数は69,099,000台で第１位が東京都

の8,999,000台、２位が大阪府の6,515,000台、３位が埼玉県の5,436,000台となっている（社

団法人 自転車協会資料より引用）。

　現行法の道路交通法では、乗車中の自転車は荷車や馬車と同じ、軽車両（第２条11項）とし

て扱われる。従って車道を走行中に自動車事故に遭遇し、被害者として怪我等の被害の多い「交

通弱者」となることが多く発生する。そのため昭和53年（1978）の改正法で歩行者専用路側帯（白

実線二重線）以外の路側帯内、自転車通行可の規制を設けた歩道の走行が可能になったのである。

だが、歩行者と自転車が衝突した場合には、自転車が強者となるケースが多く、対歩行者死亡事

故も起きる。そのため、行政では歩行者・自転車乗用車の分離をカラー塗装などの視線誘導によっ

平成16年 平成17年 平成18年
信号無視 21 105 105　 （68）
通行禁止違反 1 1 19　 （19）
踏切一時不停止 0 0 27　 （27）
指定場所一次不停止 2 111 190　 （22）
無灯火 0 4 12　 （９）
乗車・積載違反 16 36 89　 （88）
酒酔い運転 0 15 33　 （26）
運転者の遵守事項違反 1 3 2　 （１）
その他 44 51 108　 （８）
合計 85 326 585（268）

表２　軽車両の違反別検挙件数

※警察庁資料より作成
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て行なったり、車道内に自転車走行スペースやサイクリングロード（大規模自転車道）の整備を

行っているところである４）。

　自転車は排気ガスを排出しない乗り物であることは、疑問の余地がないところであるが、他の

移動手段、特に歩行者との共存に対して課題が指摘されるところもあるのである。道路幅員のキャ

パシティなどを含めて改善される余地があるであろう。

３．エコロジーの特質と課題

　本稿の英語表記では‘Ecology’と表記したが、‘Environment’でも趣旨は同質であり、主旨

として、日本におけるカタカナの「エコロジー」を対象とするものである。

　今日の日本では「ゴミ（汚水、排気を含む）を出さない」、「電気・水道などの資源をこまめに

節約する」、「地球温暖化の要因になるガスを排出しない」、「太陽光発電などのクリーンエネルギー

を普及する」こと等が広義の環境保全、すなわち「エコロジー」と表現されている観があり、経

済的（エコノミー、Economy）であることも含めてか「エコ」と略されることもある。

　交通手段との関わりでは、MRによる二酸化炭素の排出が主な課題として大きく指摘される。

具体的には、アイドリング防止や燃費の良い走行を心掛けことが啓発されている。また2009年

３月30日には「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」（エ

京都議定書の
基準年（シェア）

2004年度
（基準年比）

2004年度からの
増　　減

2005年度
（基準年比）

合　　計 1,144
〔100％〕

1,288
（＋12.5％） →　＋0.5％　→ 1,293

（＋13.1％）

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

小　　計 1,059
〔92.6％〕

1,199
（＋13.2％） →　＋0.3％　→ 1,203

（＋13.6％）

産業部門（工場等） 482
〔42.1％〕

467
（－3.2％） →　－2.4％　→ 456

（－5.5％）

運輸部門（自動車・船舶等） 217
〔19.0％〕

262
（＋20.3％） →　－1.8％　→ 257

（＋18.1％）
業務その他部門

（商業・サービス・事業所等）
164

〔14.4％〕
229

（＋39.4％） →　＋3.8％　→ 238
（＋44.6％）

家庭部門 127
〔11.1％〕

168
（＋31.5％） →　＋4.0％　→ 174

（＋36.7％）

エネルギー転換部門（発電所等） 67.9
〔5.9％〕

73.9
（＋8.9％） →　＋6.2％　→ 78.5

（＋15.7％）

非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

小　　計 85.1
〔7.4％〕

88.9
（＋4.5％） →　＋1.9％　→ 90.6

（＋6.6％）

工業プロセス 62.3
〔5.4％〕

52.6
（－15.6％） →　＋2.5％　→ 53.9

（－13.5％）

廃棄物（焼却等） 22.7
〔2.0％〕

36.3
（＋59.8％） →　＋1.1％　→ 36.7

（＋61.6％）

燃料からの漏出 0.04
〔0.0％〕

0.03
（－4.4％） →　＋7.4％　→ 0.04

（＋2.6％）
（単位：百万t‒CO2）

表３　排出される二酸化炭素の現状

※環境省資料より作成
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コカー減税）が国土交通省より発表され、電気（燃料電池を含む）、天然ガス、ハイブリッド（プ

ラグインハイブリッドを含む）、ディーゼル、低燃費・低排出ガス認定の各自動車が対象となり、

重量税と取得税が減免される。

　では、実際にどれだけの二酸化炭素が排出されているのであろうか。表３を参照すると自動車

が関わる運輸部門は産業部門よりも少ないが、京都議定書の基準年より増加していることが分か

る。

４．行政組織等の対策と課題

　日本における交通に関しての法律で最も古いものは、約1,300前の律令令（701）の中に、「凡

行路巷術、賎避貴　小避老　軽避重」が見られる。律令国家時代のものであるため、「賎」・「貴」

の身分制が示されているが、現代でも隘路ですれ違いが不可能な場合は人間関係として、所属す

る組織の部下が上司に道を譲ることは常識であろう。

　近世、江戸期の交通事故対策は、車（手押し車、大八車）、牛馬が通行人を故意に死傷させた

場合以外には処罰しない方針であったが、八代吉宗は「御定書百箇条」で、過失であっても人を

死なせた場合には一律に流罪し、事故を起こした車の荷主にも罰金を科しており、その後、更に

強化されていった。

　このように、交通には交通管理者（交通警察）、道路管理者（国土交通省、県土整備局など）

のような行政組織が関与するものである。しかし、行政組織の目のとどかないような、いかなる

場所においても、いまだかつて道路交通環境は大混乱に陥ったことは無い。交通参加者は「煙」

のように意志を持たない、あたかもブラウン運動の様な自然運動をしているわけではないので、

「信号機」や「カーブミラー」などの円滑な交通に対する規制が無ければ、大多数が衝突しあう

ような事故が起こるという仮説を証明することは困難である。ルールは基準であるので、安全を

担保するものではないが、「一時不停止」や「過度の速度超過」などのリスクテイキングをする

ことによって、事故遭遇率を大きくする性質のものである。律令国家や江戸期にはＭＲは存在し

なかったのであるが、交通・道路管理者は存在していたのである。その点では交通とはまさに社

会、市民生活そのものと言うことが出来よう。

　本稿におけるエコロジーの問題は、近代においても、例えば足尾銅山鉱毒問題のように、自然

破壊と責任の所在や賠償、原状復帰に関する問題は存在していたのである。また、そのような問

題を解決するために法律の整備と遵守の徹底を図るための行政組織の活動が重要になるのであ

る。

　移動手段の主体は「徒歩」移動である。身体的なハンディキャップや疾病、加齢に伴って歩行

ができない場合には、車イスや自動車などの道具を使わなくてはならないが、人間、ホモ・サピ

エンス（Homo sapiens）の成り立ちは二足歩行なのである。椅子に座った姿勢で時速40㎞など
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で移動する生命体でないことは自明である。ならば、行政組織はハンディキャップを持つ方々に

対して、バリア・フリーはもとより、人間の移動姿勢や速度を考慮した移動手段を構築しなくて

はならないであろう。段差の解消、スロープ設置、エレベータ・エスカレータ設置などのハード

面だけではなく、転倒、しゃがみ込みへの不安などを軽減できるような、市民の声かけやボラン

ティアの育成、配置などのソフト的なサポートの充実も大切である。MRはエネルギーで時間を

短縮しているのだから、エネルギーを得るための代償はしなくてはならない。排出ガスもその代

償のひとつではある。技術的に排出量が削減されることも可能なのであろうが、移動手段の選択

肢を広げることも重要なことであろう。

５．移動手段とエコロジーの関係

　地球温暖化に影響すると思われる、主として二酸化炭素の排出する移動手段の量的、質的軽減

がエコロジーの視点に大きく関わってくるのであるが、MRのガス排出量と温暖化の因果、相関

を示す客観的数値データは判然としない。実際問題として個々の自動車が日・月・年間にどれだ

けのガスを排出しているのかの実態を調査する方法論すら想像できない。サンプルを抽出して類

推した数値では、概念論過ぎるのではないであろうか。当然、誰が見ても廃棄ガスを排出しなが

ら移動している自動車が、二酸化炭素の増加に関与していることは、納得のいくところであるが、

「わかりやすい」ことが問題の張本であるとは限らないのではないであろうか。どちらかといえば、

MRは象徴・シンボル的な存在である可能性もある。「エコカー」として電気自動車やハイブリッ

ド・カーが市場で注目されることは良いことであることは間違いないと言うことができるのであ

ろうが、そもそも「ハイブリッド（hibrid）」は併用を意味し、ハイブリッド・カーとは内燃機

関と電動機を動力源としている乗り物を指すものである。無線機の真空管とトランジスタを併用

したものがハイブリッドと呼ばれることもある。

　平成21年４月より「エコカー減税」５）、「エコカー補助金」６）が施行されているが、従来の車

両の燃費も向上しており、排出ガス量削減の実績をあげているなかの政策であるので、エコカー

購入促進という経済対策としての性質が大きいものであろう。販売促進することにより、自動車

の総数や稼働率も増加するのであるから、温暖化ガスの削減の視点からはぶれてくることとなる。

そもそもモデルチェンジや新車購入は減税や補助金で促進するようなものではなく、市場の自由

競争に任せるべきものであろう。政策としては「高速道路無料化社会実験」７）も実施されてい

るが、特定地区への流入や渋滞の緩和を図るロードプライシング（Road Pricing）を実施（検討）

している国は、イギリス、ノルウェイ、シンガポールなど見られるのであるから、幅広く方法論

の是非について慎重に検討する必要性がある。
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６．結　論

　MRの前提のひとつは社会資本による環境整備、つまりはインフラである。環境さえ整えば「供

給はそれ自体、需要を生む」のであるから、今日の様な車社会の到来は自明の理である。エコロ

ジーを考えた場合、山を切り崩し、小川を埋め立てなどの行為そのものが、環境破壊であると言

える。排気ガスだけではなく、摩耗するタイヤ、舗装材の粉じんは生態系にとって好ましいもの

ではない。人体への影響として花粉症の問題でも排気ガス等の科学物質、及び、複数の物質が反

応することによってアレルゲンとなることが懸念されている。様々な切り口から検討しなくては

ならない問題ではあるが、本稿で、あれもこれもと論じ尽くす訳にもいかないのであるから、主

に「二酸化炭素」の排出削減をひとつの切り口として論じてきた。

　日本における人力からMRへの流れの中に「人力車」というアイテムが存在したことは、特色

のひとつであると思われる。「徒歩」、「自転車」が高齢者に負担のかかる移動手段であることは、

個人差を考慮しても認めざるを得ないであろう。しかし、自動車の運転も免許の早期返納が奨励、

推進されてきている。電動車椅子は普及の過渡期であり、横転や誤作動などへの改善がもとめら

れている。公共交通機関やタクシーなどを利用することは従前通りであるが、二酸化炭素を排出

しない「人力車」という選択肢が増えることは高齢社会にとって必要なことではないであろうか。

観光地や結婚式などのイベントで「人力車」を活用している現実がある。行政が許認可を行って

いるのであろうか。車体の長さ、幅、高さについての保安基準は存在する（第68条、長さ４ｍ・

幅２ｍ・高さ３ｍ以下）が、軽車両であるため車道通行をする性質上、事故に遭遇することも考

えれば、未然抑止対策も必要になる。単的に言えば「方向指示器」、や「停止ランプ」などの装

備の装着の必要性である。普及するためには業務の適正化が不可欠である。後手に回らぬルール

づくりを提言する。

 （かつた　とおる・高崎経済大学大学院地域政策研究科博士後期課程）
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【注】
１） 世界初の自動車としては1769年にフランスのキュニョー（Nicolas-Joseph Cugnot 1725-1804）がルイ15世の資金で蒸

気自動車を製作。火の機械（machine à feu"）と呼ばれた。エンジンはワットの蒸気機関と同じ構造で、車体前部に大き
なボイラーを備え、並列に置いた２気筒のシリンダー内のピストンを気圧で作動する方式の３輪前輪駆動式。時速3.5 ～
４㎞程度で走行するが、試運転中に壁に衝突し、世界初の車両事故を起こした。

２） 江戸期の宿駅制度では、本馬（ほんま）、乗掛（のりかけ）に対して駄賃馬に「から尻」があった。人を乗せる時は、布
団などのほか五貫目までの荷物を乗せることが許された。

３） 大正12年（1923）９月27日に山本権兵衛内閣のもと、後藤新平を総裁とした帝都復興院が設置され帝都復興計画が提案
された。ライフラインの共同溝化、低速車と高速車を分離する100ｍ道路の建設などが盛り込まれていたが、当時の経済
状況や政党間の対立などによって予算が縮小され計画は実現されなかった。

４） 道路法令（道路法、道路構造令）に規定され「交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて国民の心身の健全な
発達に資する」ことを目的とし国土交通省（旧建設省）が昭和48年（1973）から整備を開始。全体計画4,275㎞に対し
て平成18年度までに3,529㎞（82.5％）が進んでいる。

５） 取得税は平成21年４月１日から平成24年３月31日に登録。重量税は平成21年４月１日から平成24年４月30日まで。適
用条件はないが、ハイブリッド車、低燃費・低公害車の種類と排出ガス低減達成率によって優遇内容に差があった。

６） 平成21年４月10日から平成22年９月30日まで。適用条件として、登録13年を超えた車両の廃車を伴う新車購入か否か
で優遇内容に差があった。

７） 平成22年６月28日午前０時より平成23年３月末日まで。全国の高速道路の約２割の区間で実施。1,652㎞（開始時1,626㎞）
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